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第１章 経営戦略の策定にあたって
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第１章 経営戦略の策定にあたって

１ 策定の趣旨

下水道は、生活排水を適切に処理し、衛生的で快適な生活環境を確保するために重要な役割

を担っています。このため、下水道事業は本市行政におきましても、公衆衛生の向上、水質保全

の観点から重要な事業として位置づけられています。

橋本市（以下「本市」）では、これまで下水道施設の整備を進めてきたところ、令和 4 年度末時点

の排水区域内人口は 39,233 人で、そのうち水洗化人口は 33,677 人、水洗化率は 85.8％となって

います。今後、人口減少や節水意識の高まりによる使用料収入の減少、整備した下水道管路施

設などの老朽化に伴う改築更新費の増大等により、経営状況の厳しさが増すことが予想されます。

本市は、開発事業で民間業者より譲渡を受けた施設や起伏が激しい地形のためマンホール形

式ポンプ場が多いことが特徴です。これらの下水道管路施設やマンホール形式ポンプ場などの施

設の老朽化に対応する必要があります。このような中で、改築更新費や維持管理費用の増加に

より、経営状況がさらに厳しくなることが見込まれます。

本市下水道事業は、令和元年度から令和 10 年度を計画期間とする経営戦略を策定しましたが、

令和元年度より地方公営企業法を適用したことから、今回計画の見直しを行い、経営計画のさら

なる健全化を図るため、経営戦略を見直すこととしました。

２ 計画期間

総務省の「経営戦略策定・改定ガイドライン（平成 31 年 3 月 29 日）」に準拠し、計画期間を令和

5 年度から令和 14 年度までの 10 年間とします。
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第２章 事業概要
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第２章 事業概要

１ 事業の状況

（１）事業の状況

和歌山県では上流域の奈良県とともに、昭和 48 年に策定された「紀の川流域別下水道整備総

合計画」により、和歌山県で 2 流域下水道の整備を行うことになりました。このことにより、和歌山

県では、橋本市、高野口町、かつらぎ町、九度山町からなる紀の川流域下水道伊都処理区に着

手することになりました（高野口町は平成 18 年 3 月に橋本市と合併）。

本市では県の進捗に合わせて流域下水道幹線に接続する流域関連公共下水道事業に昭和

58 年度から着手し、平成 13 年度から供用を開始しています。

令和 4 年度末における事業の状況は表２－１のとおりです。なお、本市では流域下水道へ接続

しているため処理場施設は有していません。

行政区域内人口に対する排水区域内人口の普及率は 65.4％で、そのうちの水洗化率は 85.8％

となっています。

表２－１ 事業の状況

（令和４年度末現在）

備考

① 行政区域内人口 （人） 60,005

② 事業計画人口 （人） 48,990

③ 排水区域内人口 （人） 39,233

④ 水洗化人口 （人） 33,677

⑤ 普及率 （％） 65.4 ③／①

⑥ 水洗化率 （％） 85.8 ④／③

⑦ 全体計画面積 （ha） 2,251

⑧ 事業計画面積 （ha） 1,308

⑨ 排水区域面積 （ha） 916

⑩ 排水区域内人口密度 （人／ha） 42.8 ③／⑨

⑪ 年間排水量 （㎥） 3,619,442

⑫ 年間有収水量 （㎥） 3,630,384
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（２）施設の概要

① 下水道管路施設

本市公共下水道事業は、昭和 58 年度に事業着手し令和 3 年度末時点で管路施設延長は

約 266 ㎞に達しています。

本市公共下水道事業の管種別延長を表２－２及び図２－３に示します

表２－２ 管種別延長

図２－３ 年度別管種別延長（単位：ｍ）

施行年度 経過年数 コンクリート管 塩ビ管 その他 コンクリート管 塩ビ管 その他

～平成3年 30年以上 11,598 62,584 2,330 1,804 0 0 78,316 29% 29%

平成4年～平成13年 20年以上 5,919 69,384 8,715 1,579 0 467 86,063 32% 62%

平成14年～平成23年 10年以上 1,455 65,359 2,497 5,706 62 311 75,391 28% 90%

平成24年～令和3年 10年未満 1,942 22,915 1,211 0 0 0 26,067 10% 100%

合計 20,913 220,241 14,752 9,089 62 778 265,837 100%
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（３）水需要の状況

本市のこれまでの行政区域内人口の推移及び将来推計は図２－６のとおりです。なお、将来推

計は市の上位計画である「第 2 次橋本市長期総合計画」に基づいて作成しています。

令和 4 年度の行政区域内人口 60,005 人を基準とすると、令和 9 年度には約 5％減の 57,036

人、令和 14 年度には約 11％減の 53,150 人になると予測しています。下水道事業においても、将

来の人口減少に伴い使用料収入の減収が予想されます。

図２－６ 将来人口推計

※第２次橋本市長期総合計画後期基本計画に基づき作成

（４）下水道使用料

下水道使用料は、下水道施設の維持管理にかかる費用等に充てるため、下水道を使用される

皆様にご負担をいただいています。

令和 4 年度における一般家庭使用料（1 ヶ月 20 ㎥あたり）は 3,520 円（税込み）となっていま

す。
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２ 経営の状況

（１）類似団体との比較

総務省の類似団体区分における本市の経営の状況は次のとおりです。

なお、本市では令和元年度より企業会計へ移行しました。法非適用企業では経常収支比率、経

費回収率、汚水処理原価の算定方法が異なるため、平成 30 年度以前の数値は表示していませ

ん。

①経常収支比率

経常収支比率は、100％を超える場合

黒字とされており、令和 3 年度は隔月

検針の開始に伴い料金収入が 11 ヶ月

分となったことから収益が低下したこと

で、100％を下回っており単年度収支は

赤字となっています。令和 4 年度以降

は改善する見込みですが、健全経営に

向けた一層の取り組みが必要です。

②企業債残高対事業規模比率

企業債残高対事業規模比率は、使用料

収入に対する企業債残高の割合です。

類似団体平均値と比べ高くなっており、

令和元年度に比べ減少しているもの

の、財務的に健全な経営状況ではあり

ません。将来的な更新投資の増加も見

込まれる中で、これ以上高い比率となら

ないよう健全な経営が求められます。

③経費回収率

経費回収率は、使用料で回収すべき経

費を、どの程度使用料でまかなえてい

るかを表した指標です。本市は 100％を

下回っている状態が続いているため、

適切な使用料収入の確保及び、汚水処

理費の削減が必要です。
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④汚水処理原価

汚水処理原価は、有収水量１㎥あたり

の汚水処理に要したコストです。

本市では、有収水量の減少に伴い、類

似団体平均値を上回っています。

一般会計の負担を減らし、安定した経

営を行うために、さらなる維持管理費の

削減に努めることが必要です。

⑤水洗化率

水洗化率は、排水区域内人口のうち、

実際に水洗便所を設置して汚水処理を

している人口の割合を表した指標です。

本市は水洗化率が微増となっており、

類似団体平均値を維持しています。

⑥管渠改善率

管渠改善率は、当該年度に更新した管

渠延長の割合を表した指標です。

令和 3 年度に類似団体平均値を大きく

上回っているのは、県道改良工事に伴

い管渠を移設したことによるものです。

今後、平成 13 年度の供用開始前から

使用している開発地の受贈財産など改

築更新時期が迫っている施設が多数あ

ります。
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３ 経営戦略における目標指標

指標 意味 令和 5 年度 令和 10 年度 令和 14 年度

1 経常収支比率(%) 経営の健全度 99.7 100.0 100.0

2 経費回収率(%) 経営の効率性 99.4 99.3 99.4

3 汚水処理原価(円/㎥) 経営の効率性 167.98 166.0 165.9

4 水洗化率(%) 下水道への接続状況 86.1 88.5 90.5
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第３章 経営の基本方針
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第３章 経営の基本方針

我が国の下水道事業は、人口減少等の社会情勢の変化や節水意識・節水器具の普及等により

使用料収入が減少傾向にあります。また、耐用年数を迎える施設の大量更新に伴う将来的な財

源不足が懸念されるなど、下水道事業を取り巻く環境は厳しいものとなっています。

本市下水道事業は、市の総合計画の政策４「安全・安心な暮らしと、生活の利便性を支える都

市基盤づくり」のための事業として位置づけられています。

本市下水道事業においては、供用開始から 30 年近くが経過しています。また、開発事業で民間

業者より譲渡を受けた施設については既に更新時期が迫っているものもあります。今度進行する

施設の老朽化に対応する施策として、ストックマネジメント計画に基づき、計画的な点検・調査及

び長寿命化を含めた改築を行い、適切な施設管理をはかります。

また、本市下水道事業では令和元年度から地方公営企業法を適用した企業会計に移行してお

り、財政状況や資産等の正確な把握により、経営の効率化及び健全化、並びに基盤強化に努

め、持続可能な下水道事業を推進していきます。
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第４章 投資計画と財政計画
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第４章 投資計画と財政計画

１ 投資についての説明

（１）投資の目標

快適な生活環境と水質保全を図るため、ストックマネジメント計画に基づく管渠及びポンプ場施

設の改修や農業集落排水の接続替えに伴う投資を予定しています。計画期間内である令和 5

年度から令和 14 年度の建設改良費の総額は約 26 億 7 千万円程度を見込んでいます。

また、計画期間終了後もストックマネジメント計画に基づき、投資の平準化を図り、計画的な施

設の改築更新等を行っていきます。

（２）投資の試算

経営戦略の計画期間である令和 5 年度から令和 14 年度までの投資計画の試算については

以下のとおりです。

①ストックマネジメント計画に基づく事業

ストックマネジメント計画に基づくポンプ施設の更新等の事業費として、計画期間を通して約

4 億 9 千万円を計画しています。

②汚水整備事業

未普及対策事業費として令和 5 年度から令和 9 年度までで約 5 億 7 千万円を計画していま

す。

③農業集落排水接続替え事業

農業集落排水接続替え事業費として、計画期間を通して約 5 億 1 千万円を計画していま

す。

④流域下水道建設負担金

流域下水道事業建設負担金として約 6 億 3 千万円程度を計画期間内に見込んでいます。

⑤事業費総額

以上の事業により事務費等を合わせた計画期間全体での建設改良費の総額は 26 億７千万

円程度となる見通しです。
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２ 財源についての説明

（１）財源の目標

下水道事業の安定的・持続的な継続のための投資計画の実効性を確保するために、財源の計

画が必要となります。

本財政計画では、事業経営の存続のため毎年度の損益が赤字となることのないように効率性を

高めた経営を実施するとともに、将来の更新投資に備え財政基盤の充実を図ります。

（２）財源の試算

①使用料収入

人口減少や有収水量の減少に伴い使用料収入は年々減少すると見込んでいますが、現在の使

用料単価を維持した場合でも、維持管理費を下回らない見通しとなっています。

※令和３年度は隔月検針の実施に伴い 11 ヶ月分の有収水量
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有収水量の減少に伴って使用料収入は、図４－１のとおり推移する見込みとしています。

図４－１ 使用料収入の見込み （単位：百万円）

本市における経営健全化に関する目標として、計画期間内における維持管理費にかかる経費回

収率 100％以上の維持を設定します。経費回収率が 100％以上であることは、本来使用料で回収

すべき費用を使用料でまかなえていることを示し、健全な経営状況にあると考えられるため、当該

指標を財政的な目標とするものです。

②一般会計繰入金等

令和 4 年度においては、一般会計及び造成事業特別会計から 6 億 2 千 2 百万円の繰入を受け

ており、同年度の使用料収入に対する一般会計繰入金等の比率は 102.9％となっています。企業

債の元利償還のピークである令和 9 年度では 128.6％となっていますが、その後は元利償還金の

減少に伴い繰入金額も減少する見込みです。

公共下水道の受益者負担の原則の考え方によれば、収益的収支は下水道使用料でまかなうこ

とが求められており、今後も公正公平な使用料負担となるように努めることが必要です。
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③企業債

下水道事業の建設改良に際しては、企業債の発行による事業実施が必要不可欠であるた

め、国庫補助金等でまかなえない事業費の財源は企業債でまかない、最長 30 年にわたり償

還していきます。

令和 3 年度末における企業債残高は 93 億 1 千万円であり、下水道事業初期からの企業債

の償還は進んでいますが、現在実施しているあやの台北部工業団地造成や農業集落排水の

接続替えに伴う起債を予定していることから緩やかに減少していく見込みとなっています。

また、令和 3 年度末の排水区域内人口一人当たりの借入金残高は 235 千円となっており、

今後償還が進むことで減少していく見込みとなっています。

④国庫補助金

国庫補助金は経営戦略計画期間中の事業量に応じて収入する見込みとなっています。

（単位：百万円）
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⑤キャッシュ・フロー（CF）

令和 4 年度末における CF はそれぞれ次のとおり見込んでいます。

・業務活動による CF 3.4 億円

・投資活動による CF △4.3 億円

・財務活動による CF 2.1 億円

令和５年度以降も、業務活動による CF はプラスを見込んでいます。

業務活動による CF は、下水道事業に関する使用料による収入や維持費による支出のキャッ

シュの増減であり、プラスの場合、通常の活動においてキャッシュが獲得できていることを表し

ています。本市下水道事業においては、毎年 4.4 億円前後のプラスとなっています。

投資活動による CF は、建設改良に関する支出や国庫補助金による収入等のキャッシュの増

減であり、下水道に関する投資の状況を表しています。国庫補助金等で不足する部分は企業

債の起債によってまかなっています。

財務活動による CF は、企業債の起債に関する収入や償還による支出等のキャッシュの増減

であり、財務に関するキャッシュの状況を表しています。企業債の起債額よりも償還額が大きい

年度はマイナスとなっています。

3.4 3.4
4.7 4.3 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4

△ 4.3

2.1

△ 0.3

1.2 1.2

△ 0.3 △ 0.5 △ 0.4 △ 0.1 △ 0.2 △ 0.4 △ 0.7 △ 0.9 △ 1.0

△ 8.0

△ 6.0

△ 4.0

△ 2.0

0.0
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令和７年度

令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度

令和１２年度

令和１３年度

令和１４年度

業務活動によるCF 投資活動によるCF 財務活動によるCF 資金増減額

(億円)
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⑥資金残高

令和 4 年度末における資金残高は 1.4 億円を見込んでおり、1 年以内の短期的な財務安全

性を示す流動比率は令和 4 年度決算時点では約 40.5％となっています。一般的に流動比率は

100％以上が望ましいとされており、これを下回っている場合には短期的な債務を年度末の手

元の資金だけではまかなうことができません。

現在の経営状況が続くと令和 12 年度以降の資金残高が不足する見込みとなっていますが、

令和 6 年度以降に農業集落排水からの接続替えが順次行われることから、経営戦略の見直し

を再度行うことや、令和 10 年度ごろを目途に料金改定も含めた検討が必要となります。

３ 投資財政収支

これまでの投資、財源に関する試算に基づき策定した収益的収支及び資本的収支は「投資

財政計画」のとおりです。

経営戦略計画期間においては収支均衡が図れていますが、施設の老朽化に伴う将来的な更

新投資の必要性もあり、下水道の事業環境はますます厳しくなっていくことが予想されます。こ

のような状況にかんがみ、より一層の経営の効率化に取り組んでいきます。

本市では、令和 2 年度に下水道使用料の見直しを行い、事業を実施してきましたが、今後の

事業環境の変化から将来的に使用料の見直しが必要になることも考えられます。引き続き、受

益者負担の原則のもと公正公平な使用料負担となるよう、汚水処理に係る費用に対する適切

な使用料水準について、検証・分析を進めていきます。

0.2 1.4
2.6 2.3 1.8 1.4 1.3 1.1 0.6

△ 0.0 △ 0.9
△ 1.9

△ 3.0

△ 2.0

△ 1.0
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3.0
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令和５年度

令和６年度
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令和８年度

令和９年度

令和１０年度

令和１１年度

令和１２年度

令和１３年度

令和１４年度

(億円)
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8
,8

6
6

4
0
2
,3

4
9

4
0
5
,8

6
0

4
0
9
,4

6
0

4
1
3
,1

6
0

4
1
6
,9

9
7

1
2
9
,7

0
0

1
5
9
,9

5
9

1
1
7
,4

2
3

1
0
2
,6

1
3

1
0
1
,8

8
5

1
0
1
,1

6
6

1
0
0
,4

5
3

1
0
0
,4

8
9

9
9
,7

7
9

9
9
,0

6
9

9
8
,5

4
4

9
7
,8

4
3

(K
)

9
7
0
,1

7
7

9
2
0
,4

5
5

8
7
1
,4

5
8

8
7
4
,0

7
0

8
8
9
,0

5
4

8
9
8
,6

5
9

8
5
6
,5

1
8

7
8
6
,2

4
6

7
2
9
,2

1
0

6
8
9
,5

0
2

6
5
9
,1

6
1

6
0
5
,0

6
9

8
6
5
,7

9
9

9
0
9
,6

5
2

8
6
1
,9

2
0

8
6
4
,5

0
3

8
7
9
,3

2
3

8
8
8
,8

2
3

8
4
7
,1

4
3

7
7
7
,6

4
0

7
2
1
,2

2
9

6
8
1
,9

5
5

6
5
1
,9

4
6

5
9
8
,4

4
6

9
7
,6

2
8

5
,2

9
9

4
,3

1
0

4
,3

2
3

4
,3

9
7

4
,4

4
4

4
,2

3
6

3
,8

8
8

3
,6

0
6

3
,4

1
0

3
,2

6
0

2
,9

9
2

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

(M
)

6
0
5
,8

8
4

6
4
0
,5

9
6

6
1
2
,9

8
7

5
5
4
,3

4
4

5
5
1
,5

6
8

5
6
3
,0

3
6

5
8
4
,8

1
9

5
8
3
,6

6
9

5
7
9
,2

9
7

5
7
4
,9

4
9

5
7
1
,3

6
0

5
6
6
,6

3
9

(N
)

(O
)

(P
)

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

本
年

度

営
業

収
益

令
和

６
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
１

３
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
９

年
度

令
和

１
０

年
度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金
長

期
前

受
金

戻
入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費
修

繕
費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）
△

 2
.1

9

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)
地

方
財

政
法

に
よ

る
資

金
不

足
の

比
率

(（
L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

投
資

・
財

政
計

画
（

収
支

計
画

）
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（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

１
．

4
4
3
,8

0
0

9
2
2
,8

0
0

6
2
8
,0

0
0

5
0
0
,2

0
0

5
3
2
,7

0
0

5
2
1
,0

0
0

4
1
5
,2

0
0

3
2
5
,0

0
0

2
7
8
,3

0
0

1
9
8
,8

0
0

1
4
5
,8

0
0

1
1
8
,3

0
0

2
5
3
,7

0
0

2
6
3
,2

0
0

3
0
9
,0

0
0

2
6
7
,1

0
0

2
5
9
,5

0
0

2
6
4
,2

0
0

2
6
5
,3

0
0

2
1
9
,0

0
0

1
4
9
,8

0
0

8
8
,4

0
0

4
7
,4

0
0

1
6
,1

0
0

２
．

1
5
1
,8

4
0

1
5
3
,8

6
3

1
6
1
,1

3
0

1
4
7
,5

5
4

1
4
6
,8

1
2

1
5
9
,4

1
6

1
9
0
,3

5
2

1
7
6
,8

8
5

1
5
6
,1

0
2

1
3
9
,1

3
3

1
2
2
,0

5
9

1
0
6
,2

2
8

３
．

1
,6

7
1

9
,4

1
3

1
6
,4

7
1

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

9
8
0

４
．

５
．

６
．

3
7
,3

0
7

9
4
,7

5
2

1
4
5
,3

4
1

8
0
,2

0
7

1
8
9
,3

4
3

1
5
1
,9

4
6

6
0
,3

1
6

1
7
,2

8
3

3
8
,0

9
6

2
2
,3

6
7

9
,9

2
8

1
4
,2

0
9

７
．

８
．

９
．

1
5
,4

7
5

1
5
,0

1
6

1
0
,8

0
0

9
,7

2
0

8
,7

4
8

7
,8

7
3

7
,0

8
5

6
,3

7
6

5
,7

3
8

5
,1

6
4

4
,6

4
7

4
,1

8
2

(A
)

6
5
0
,0

9
3

1
,1

9
5
,8

4
4

9
6
1
,7

4
2

7
3
8
,6

6
1

8
7
8
,5

8
3

8
4
1
,2

1
5

6
7
3
,9

3
3

5
2
6
,5

2
4

4
7
9
,2

1
6

3
6
6
,4

4
4

2
8
3
,4

1
4

2
4
3
,8

9
9

(B
)

7
,4

6
9

2
3
,6

1
0

(C
)

6
4
2
,6

2
4

1
,1

7
2
,2

3
4

9
6
1
,7

4
2

7
3
8
,6

6
1

8
7
8
,5

8
3

8
4
1
,2

1
5

6
7
3
,9

3
3

5
2
6
,5

2
4

4
7
9
,2

1
6

3
6
6
,4

4
4

2
8
3
,4

1
4

2
4
3
,8

9
9

１
．

2
3
5
,5

2
1

6
8
0
,4

3
2

4
4
9
,6

1
5

3
3
4
,8

5
4

4
8
8
,9

7
6

4
3
0
,2

9
1

2
2
7
,8

8
0

1
3
9
,8

3
2

1
8
4
,7

6
9

1
5
2
,1

4
8

1
2
8
,3

9
4

1
3
8
,1

1
1

2
7
,1

0
1

2
7
,4

6
3

3
0
,4

2
2

3
1
,3

3
5

3
2
,2

7
5

3
3
,2

4
3

3
4
,2

4
0

3
5
,2

6
7

3
6
,3

2
5

3
7
,4

1
5

3
8
,5

3
8

3
9
,6

9
4

２
．

8
5
0
,2

4
7

8
6
7
,1

1
8

8
5
7
,9

3
3

8
6
1
,9

2
0

8
6
4
,5

0
3

8
7
9
,3

2
3

8
8
8
,8

2
3

8
4
7
,1

4
3

7
7
7
,6

4
0

7
2
1
,2

2
9

6
8
1
,9

5
5

6
5
1
,9

4
6

３
．

４
．

５
．

8
6

1
,4

2
0

2
,9

1
6

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

1
,0

0
0

(D
)

1
,0

8
5
,8

5
4

1
,5

4
8
,9

7
0

1
,3

1
0
,4

6
4

1
,1

9
7
,7

7
4

1
,3

5
4
,4

7
9

1
,3

1
0
,6

1
4

1
,1

1
7
,7

0
3

9
8
7
,9

7
5

9
6
3
,4

0
9

8
7
4
,3

7
7

8
1
1
,3

4
9

7
9
1
,0

5
7

(E
)

4
4
3
,2

3
0

3
7
6
,7

3
6

3
4
8
,7

2
2

4
5
9
,1

1
3

4
7
5
,8

9
6

4
6
9
,3

9
9

4
4
3
,7

7
0

4
6
1
,4

5
1

4
8
4
,1

9
3

5
0
7
,9

3
3

5
2
7
,9

3
5

5
4
7
,1

5
8

１
．

3
9
0
,6

7
7

3
5
6
,6

8
6

3
1
2
,4

4
9

4
3
4
,7

2
4

4
3
9
,7

7
5

4
3
7
,5

7
8

4
2
8
,3

4
2

4
5
4
,1

9
5

4
7
2
,8

3
4

4
9
9
,6

0
8

5
2
1
,8

4
8

5
3
8
,9

9
4

２
．

1
,3

0
6

３
．

４
．

5
2
,5

5
3

2
0
,0

5
0

3
6
,2

7
3

2
4
,3

8
9

3
6
,1

2
1

3
1
,8

2
1

1
5
,4

2
8

7
,2

5
6

1
1
,3

6
0

8
,3

2
6

6
,0

8
7

6
,8

5
8

(F
)

4
4
3
,2

3
0

3
7
6
,7

3
6

3
4
8
,7

2
2

4
5
9
,1

1
3

4
7
5
,8

9
6

4
6
9
,3

9
9

4
4
3
,7

7
0

4
6
1
,4

5
1

4
8
4
,1

9
3

5
0
7
,9

3
3

5
2
7
,9

3
5

5
4
7
,1

5
8

(G
)

(H
)

9
,3

1
1
,0

8
1

9
,3

6
6
,7

6
3

9
,1

5
7
,7

4
0

8
,8

7
9
,9

0
2

8
,6

4
2
,3

6
3

8
,3

9
5
,1

9
2

8
,0

2
5
,0

9
5

7
,5

9
9
,6

8
6

7
,1

9
5
,8

2
8

6
,7

7
0
,8

4
2

6
,3

3
1
,3

5
8

5
,8

9
5
,5

7
7

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度
前

々
年

度
前

年
度

区
　

　
　

　
　

分
（

決
算

）
決

算
見

込

5
0
4
,3

6
2

4
5
9
,4

3
2

4
4
5
,9

6
4

5
0
1
,5

1
8

5
0
2
,9

1
5

4
9
0
,7

2
2

4
6
0
,3

4
3

4
5
9
,8

3
0

4
6
5
,6

0
6

4
7
0
,9

0
7

4
7
0
,2

3
5

4
7
1
,4

3
1

4
9
6
,5

6
6

4
5
1
,2

7
6

4
4
5
,8

4
5

4
8
5
,7

3
7

4
8
6
,7

5
3

4
7
4
,1

7
9

4
4
1
,9

6
3

4
4
1
,1

4
3

4
4
6
,6

1
2

4
5
1
,6

0
5

4
5
0
,6

2
8

4
5
1
,5

1
7

7
,7

9
6

8
,1

5
6

1
1
8

1
5
,7

8
1

1
6
,1

6
1

1
6
,5

4
2

1
8
,3

8
0

1
8
,6

8
7

1
8
,9

9
4

1
9
,3

0
1

1
9
,6

0
7

1
9
,9

1
4

1
5
3
,5

1
0

1
6
3
,2

7
6

1
5
1
,7

4
0

1
4
8
,0

9
6

1
4
5
,2

2
1

1
5
6
,4

5
2

1
8
5
,7

2
8

1
7
2
,2

6
1

1
5
1
,4

7
8

1
3
4
,5

0
9

1
1
7
,4

3
5

1
0
1
,6

0
4

1
5
1
,8

4
0

1
5
4
,5

9
2

1
5
1
,7

4
0

1
4
8
,0

9
6

1
4
5
,2

2
1

1
5
6
,1

2
6

1
7
8
,0

4
3

1
6
4
,5

7
6

1
4
3
,7

9
3

1
2
6
,8

2
3

1
0
9
,7

5
0

9
3
,9

1
9

1
,6

7
0

8
,6

8
4

3
2
6

7
,6

8
5

7
,6

8
5

7
,6

8
5

7
,6

8
5

7
,6

8
5

7
,6

8
5

6
5
7
,8

7
2

6
2
2
,7

0
8

5
9
7
,7

0
3

6
4
9
,6

1
4

6
4
8
,1

3
6

6
4
7
,1

7
3

6
4
6
,0

7
1

6
3
2
,0

9
1

6
1
7
,0

8
4

6
0
5
,4

1
5

5
8
7
,6

7
0

5
7
3
,0

3
5

令
和

１
４

年
度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

本
年

度
令

和
６

年
度

令
和

７
年

度
令

和
８

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度

計

そ
の

他

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

他
会

計
負

担
金

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

資 本 的 収 入

そ
の

他

計

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

１
３

年
度

資 本 的 収 支 補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

令
和

１
４

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
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計画を着実に実行するため、本経営戦略は毎年度進捗管理（モニタリング）を行うとともに 3～5

年ごとに一度を目安として見直し（ローリング）を行うこととし、投資計画や事業計画に変更があっ

た場合、速やかに経営戦略の見直しを行います。

見直しにおいては、戦略の実行状況、投資・財政計画と実績とのかい離やその原因分析を行

い、その結果を次期戦略へと反映していくこととし、計画策定（Plan）、実施（Do）、検証（Check）、

見直し（Action）のサイクル（PDCA サイクル）を継続的に運用していきます。

また、検証（Check）、見直し（Action）のプロセスにおいては、行政外部の意見を聴取し、客観的

かつ合理的な検証・見直しが行われるよう留意します。

経営戦略での経営指標による評価から、経営比較分析表の各経営指標を活用し、経営環境の

類似する多団体の公共下水道事業と経営状況の比較分析を行うなどして経営状況を的確に把握

し、経営健全化・効率化に取り組みます。


